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シルバー事業を理解するため新入会員が受講します。

入会申込書・承諾書等を提出し、会費を納付します。

新 人 研 修

希望職種などについて事務局職員と面談します。

登録に必要なもの
印鑑（認印で可）
顔写真 2枚（最近写したもの 縦 3 cm×横 2.5 cm）

（10月～12月に入会の場合…入会初年度に限り900円）
（ 1 月～ 3 月に入会の場合…入会初年度に限り免除）



「臨時的かつ短期的な就業、またはその他
の軽易な業務に係る就業｣に限定されています。

❶請負契約

❹料金支払い

❸業務の遂行
　（仕事の完成）

指揮命令
×
発注者は会員に
指揮命令できません
発注者は会員に
指揮命令できません

❷請負契約

❺配分金支払

会員・シルバー人材センター・発注者　の関係

企業・家庭・
官公庁など





｢請負による就業｣に馴染まない仕事内容については、労働者派遣事業または、職業紹
介事業で取扱うことができます。

当センターが行う派遣事業は、派遣元事業主である広島県シルバー人材センター連合
会と会員が派遣期間中、雇用契約を結び、派遣先の指揮命令のもと、就業します。
シルバー人材センター事業の一環として行われますので、取扱う仕事は｢臨時的かつ短
期的な就業、またはその他の軽易な業務に係る就業｣の範囲内となります。
※事故にあわれた場合はシルバー保険(12P)での適用でなく、労災保険が適用されます。
※就業の性質上、社会保険や雇用保険は適用されません。
※働かれた対価は、｢賃金｣として広島県シルバー人材センター連合会から支払われま
す。また、確定申告は｢給与所得｣として申告してください。

会員・シルバー人材センター・発注者　の関係

❶派遣契約

❹料金支払い

❸労働

❸指揮命令

❷雇用契約

❺賃金支払

企業・官公庁など
（派遣先企業）



高年齢者の就業に適した、｢臨時的かつ短期的な就業、またはその他の軽易な業務に係
る就業｣の求人依頼があった場合は、職業紹介も行っています。

❸雇用契約

職業紹介派　　遣請　　負
会員などが発注者の指揮
命令に従い労働すること

会員が発注者の指揮命令
に従い労働すること

会員が業務を
完成させること目的

発注者が会員などを
雇用する

シルバー人材センターが
会員を雇用する会員は雇用されない雇用関係

発注者は会員に
指揮命令できる

発注者は会員に
指揮命令できる

会員は請け負った業務を自らの
裁量で完成させるため、発注者
は会員に指揮命令できない

指揮命令

職業安定法、労働基準法、
労働安全衛生法、最低賃
金法、労災保険法、労働
契約法など

労働者派遣法、労働基準
法、労働安全衛生法、最
低賃金法、労災保険法、
労働契約法など

適用されない適用される
労働関係法令

就業形態別の主な相違点就業形態別の主な相違点

※

※会員および会員以外の高齢者。職業紹介は会員以外の地域の高齢者も対象としています。

会員など・シルバー人材センター・発注者　の関係

❶求人申込

❻紹介手数料支払い

❹労働

❹指揮命令
❺賃金支払

❶求職申込

❷職業紹介

（企業・官公庁など）



●スーパーの品出し
●倉庫内作業



●経理事務
●一般事務

福祉・家事







請負による就業では、



自動車の所有、使用、管理に起因し損害を与えた場合



特別な技能・資格を持ってないと働けませんか？

ほとんどの仕事が特別な技能・資格が無くても働くことができます。
また、家事援助、植木せん定、宛名書き等の技能研修も行っています。

住所・電話番号等の変更があった場合、又はセンターを退会したい場合は
どうしたらよいでしょうか？

所定の書類にて事務局へ提出をお願いします。
退会届の場合は会員証の提出もお願いします。



配分金（請負による就業での収入）を得ると、年金はカットされるのでしょうか。

配分金での収入は雑所得です。賃金ではないので、厚生年金や国民年金がカット
されることはありません。
ただし、確定申告が必要となる場合があります。

シルバーでの仕事中に、怪我をしたり、お客様に損害を与えた時はどうなりますか？

就業中の事故により、お客様に損害を与えた場合は、原則として、センターが加
入している賠償責任保険で対応します。
怪我をした場合、請負による就業の場合はセンターが加入している傷害保険で対
応します。また、派遣など雇用による就業では労災保険が適用されます。
（12P～ 13P 参照）

雇用保険や労災保険の適用はありますか？

会員とセンター、会員とお客様との間には雇用関係はありませんので、雇用保険
や労災保険は適用されません。（派遣で働く場合を除く。）

請負による就業の場合、会員とセンターの間には雇用関係がありませんので、
｢給与所得｣とはなりません。会員がセンターから紹介された仕事を行うこと
で得た所得は、｢雑所得｣として取り扱われます。毎年1月下旬頃、納税の申告
に必要な｢配分金等支払証明書｣をセンターが会員に送付し、それぞれの会員
が申告納付することになります。また、配偶者や子供の扶養親族控除の対象
になるかどうかは、あなたの所得の合計額で判断されます。詳細については、
住所地を管轄する税務署もしくは市役所税務部市税事務所でご確認ください。



ご協力をお願いします
等に

ご協力をお願いします
等に
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　センターでは毎年、地域世話人（小学校区ごとに地域班を組織し班ごとに地域世
話人がいます。）に「会員動向調査」をお願いします。
　これは、皆さんの現況を把握させていただき、一人でも多くの方に就業の機会を
提供することが主な目的です。
　つきましては、地域世話人が皆さんの自宅へ訪問したり、電話をおかけして、簡
単なご質問をさせていただきます。支障がない範囲で結構ですので、ご協力をお願
いします。
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